
決算書掲載頁　P223・P229

経済的な理由により、就学困難な生徒の保護者に対して就学に必要な費用の一部を援助することにより、中学校におけ
る義務教育の円滑な実施を図ることを目的とするため。
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直営 昭和57年度 教育基本法第４条第３項、学校教育法第１９条

経済的な理由により就学困難な生徒の保護者

平成２４年度中に就学援助システムの改善及び事務手続きの見直しを行い、平成２５年度より１学期分の支給時期の早
期化を図るよう調整を行う。
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経済的な理由により就学困難な生徒の保護者に対して、就学に必要な費用の一部援助について、適正な事務手続きを
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